
２ 現況届の提出（スカラＰＳへのログイン） 

アクセス方法は以下２つ

(1) 日本学生支援機構のホームページ（https://www.jasso.go.jp/）の画面下にあるバナー
をクリック

(2) スカラPSのURLを直接入力（https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/）

スカラＰＳへのアクセス

 現況届の提出にはスカラＰＳに登録したうえで、ログインする必要  
があります。※ 未登録の場合はユーザＩＤ・パスワードの新規登録をしてください。

ユーザID・パスワード
を入力してログイン

未登録の場合は、「新規 
登録」ボタンから奨学生 
情報を入力後、ユーザID 
・パスワードを登録。
改めてログイン。



２ 現況届の提出（現況届画面へのアクセス） 

スカラＰＳトップ画面（全体概要タブ） 「誓約」画面

現況届提出対象者は、 
スカラＰＳ「全体概要」
画面に現況届に係る記載、
及び現況届提出画面への
ボタンが表示される。



「個人情報、在籍状況、国籍情報」画面 

３ 現況届画面（奨学生の個人情報及び在籍状況） 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

個人情報及び支給明細を確認。 

（第一種奨学金を併給している場合は、 
第一種貸与明細が表示される。） 

「在籍していません」を選択した場合、 
提出期限の翌月から振込保留となりま 
す。 
別途、退学の異動処理が必要です。 



「個人情報、在籍状況、国籍情報」画面 

３ 現況届画面（奨学生の国籍情報） 

国籍情報について「はい」（変更あり） 
を選択すると、（変更後）情報入力欄が 
表示される。 



３ 現況届画面（奨学生の国籍情報） 

「個人情報、在籍状況、国籍情報」画面 ①「日本国以外」を選択
⇒ 在留資格欄のプルダウンが活性化

②「永住者・特別永住者」を選択

⇒以下、非活性

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 
 を選択 

⇒「在留期間(満了日)」欄
「在留期間の更新申請」欄 が活性化

「定住者」を選択 

⇒「在留期間(満了日)」欄
「在留期間の更新申請」欄
「永住意思」欄  が活性化 

在留資格の変更や在留期間の更新を入力
した場合は、証明書類（「在留カード」
のコピー等）の提出が必要になります。 

（ 奨学生 学校 機構 ） 
提出 郵送 

在留期間が満了していたり、在留資格を
変更している場合は、証明書類が提出さ
れるまで振込が保留されます。 



・教育訓練支援給付金【雇用保険法】

・訓練延長給付、技能習得手当（受講手当、通所
手当）、寄宿手当【雇用保険法】

・職業訓練受講給付金【職業訓練の実施等による
特定求職者の就職の支援に関する法律】

・高等職業訓練促進給付金（ひとり親家庭の親を
対象とする給付金）【母子及び父子並びに寡婦
福祉法】

・職業転換給付金＜訓練手当＞【労働施策の統合
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生
活の充実等に関する法律】

３ 現況届画面（他の給付金受給状況） 

給付奨学金採用時点で 
他の国費による給付金を受給していない場合 

給付奨学金との併給は不可 

「受給状況に変更があります(現在、受給している)」 
 を選択 

現況届提出により受給開始年月から給付月額 
を０円に変更 
（受給開始年月が遡及する場合は、受給開始年月以降に 

 振込済分について返戻が必要） 

（併給している第一種奨学金の月額は調整されたまま） 

「他の給付金受給状況、住所情報の確認」画面 

⇒「受給開始年月」欄が活性化



＝ 

３ 現況届画面（他の給付金受給状況） 

給付奨学金採用時点で 
他の国費による給付金を受給している場合 給付月額は０円 

支給再開を希望する場合は 
届出による手続きが必要 

「受給状況に変更があります（現在、受給 
 していない）」を選択 

⇒メッセージを表示

「他の給付金受給状況、住所情報の確認」画面 



３ 現況届画面（奨学生の住所情報） 

「他の給付金受給状況、住所情報の確認」画面 

住所情報について「はい」（変更あり） 
を選択すると、（変更後）情報入力欄が 
表示される。 



３ 現況届画面（「生計維持者について」概要） 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

現在登録され 
ている生計維 
持者情報 

・ 
・ 
・ 

生計維持者①の 
変更の有無等 

生計維持者②の変更の有無等 
の設問に続く 

「生計維持者について」画面 



１．生計維持者の登録情報を確認（生年月日又は姓の訂正の有無） 

２．生計維持者の住所情報や生活保護受給状況を入力 
  （自宅外通学審査及び支援区分の見直しのために使用） 

３ 現況届画面（生計維持者の変更の有無等） 

「生計維持者について」画面 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

●「人物の変更はありません」を選択した場合



１．新たな生計維持者の情報を入力 

２．新たな生計維持者の住所情報や 
生活保護受給状況を入力（自宅外 

  通学審査及び支援区分の見直しの 
ために使用） 

３ 現況届画面（生計維持者の変更の有無等） 

「生計維持者について」画面 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

所定の期限までに、新たな生計維持者のマイナンバー 
の提出が必要（後日、奨学生宛に「マイナンバー提出書」を

  送付します。） 

●「人物の変更があります（再婚等による人物
の追加・変更）」を選択した場合

※マイナンバーの提出が遅れると、支援区分未定により
10月からの振込ができません。



「生計維持者情報（変更後）」欄に【生計維持者削除】と表示し、 

 以下の欄が非活性になる。 

３ 現況届画面（生計維持者の変更の有無等） 

「生計維持者について」画面 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

【生計維持者削除】 

●「人物の変更があります（死亡、離婚等による

人物の削除）」を選択

非
活
性



３ 現況届画面（資産情報） 

「あなたの資産情報」画面 

資産の合計額が基準を超える場合は、 

10月からの１年間について給付奨学
金の支給停止（支援区分外） 

あなたと生計維持者（原則父母）の資産 
の合計額は2,000万円未満（生計維持者 
が１人の場合は1,250万円未満）ですか。 
（支援区分の見直しに使用） 

資産の範囲：現金及びこれに準ずるもの 
（預貯金、有価証券  等） 

生計維持者が２人の場合 

の表示 



３ 現況届画面（資産情報） 

●生計維持者が１人の場合「あなたの資産情報」画面 

生計維持者が１人 
の理由を選択 

事実関係が確認 
できる証明書類 
の提出を求める 
場合がある。 

＜父又は母のみ＞ ＜父母以外＞ 



●独立生計（奨学生本人が生計維持者）の場合「あなたの資産情報」画面 

３ 現況届画面（資産情報） 

独立生計の理由 
を選択 



事実確認のため 

自宅外通学の証明書類の提出が必要 

（ 奨学生    学校    機構 ） 

不備のない証明書類の提出が確認できない
場合は、遡及して自宅月額に変更 

「通学形態の確認」画面 

３ 現況届画面（通学形態／採用時の通学形態が「自宅通学」の者） 

入居日に基づき給付月額を変更 
（併給している第一種奨学金も 

連動して変更） 

提出 郵送 

証明書類の提出があったとしても、 
機構審査により自宅外通学の要件に該当し
ないことが判明した場合は、10月から自宅
月額に変更 

● 自宅通学 ⇒ 自宅外通学 への変更の場合（入居日の入力必要）



「通学形態の確認」画面 

３ 現況届画面（通学形態／採用時の通学形態が「自宅外通学」の者） 

● 自宅外通学 ⇒ 自宅通学 への変更
の場合（入居日の入力必要）

入居日に基づき給付月額を変更 
（併給している第一種奨学金も 

連動して変更） 

自宅外通学の要件に該当していない場合は、 
提出期限の翌月から自宅月額に変更 

事実確認のため 

自宅外通学の証明書類の提出が必要 

不備のない証明書類の提出が確認できない
場合は、4月に遡及して自宅月額に変更 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

３ 



「あなたの通学状況」画面 

３ 現況届画面（通学状況） 

・ 
・ 
・ 

●キャンパス住所の確認

⇒自宅外通学審査に使用

生計維持者が１人の場合（以下の場合） 
は、１人のみを表示 

・生計維持者が父又は母のみ
・生計維持者が父母以外
・独立生計（奨学生本人が生計維持者）

上野校地：〒110-0007　東京都台東区上野公園12-8
千住校地：〒120-0034　東京都足立区千住1-25-1
取手校地：〒302-0001　茨城県取手市小文間5000



「あなたの通学状況」画面 

３ 現況届画面（通学状況） 

・ 
・ 
・ 

自宅外通学の場合（以下の場合） 
に表示 

（前画面において） 

・自宅外通学のまま変更なしを選択
・自宅外通学への変更を選択

自宅外通学の要件のうち、該当する
ものを選択 

自宅外通学の要件に該当しない場合は、 
前画面に戻って選択し直す 

  ↓ 
・元が自宅通学の場合は、

「通学形態は変更ありません」を選択し直す

・元が自宅外通学の場合は、
「自宅外通学の要件①～⑤に該当しません」
を選択し直す 



３ 現況届画面（最終確認画面～提出完了） 

「現況届（兼通学形態変更届）情報一覧」画面 
・ 
・ 
・ 

書類の提出が必要な場合は注意書きが表示 
される。（該当者のみ） 

・マイナンバー
・自宅外通学の証明書類
・在留資格の証明書類

・ 
・ 
・ 

受付番号を表示 

◆提出期限厳守  



４ 現況届の入力内容訂正、及び問合せ先 

誤入力等、訂正が必要な場合 

提出期限までであれば、再度「現況届」画面 
にアクセスして、訂正のうえ再提出が可能 

提出後に再度「現況届」画面に入ると、最終確認時 
の画面（現況届（兼通学形態変更届）情報一覧）が表 
示されるので、「訂正する」ボタンから修正 

現況届の問合せ先 

ご不明な点は学生課奨学係へお問い合せく
ださい。

TEL：050(5525)2069または2070
 　　  FAX：03(5685)7763 　　　　
　　　　
E-mail：syogaku@ml.geidai.ac.jp
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